
「市川市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定概要について
改定スケジュール

・令和７年１２月 行動計画素案作成 [新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第１項］
・令和８年１月 関係課・学識経験者（一般社団法人 市川市医師会）より

意見聴取 [新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第７項（第7条3項の準用）］
・令和８年２月 全課より意見聴取
・令和８年３月 学識経験者、全課の意見を反映し、計画素案修正
・令和８年４月 県による事前確認・修正

以下予定

・令和８年５～６月 パブリックコメントを実施
・令和８年７月 パブリックコメントを反映し、行動計画修正
・令和８年８月 市長決裁、議案提出
・令和８年９月 議案報告・県知事への提出

[新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第４、６項］

・令和８年１０月 公表[新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項］



「市川市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定概要について
計画の内容

・本市において、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合
に 、感染の拡大を可能な限り抑制し 、市民の生命及び健康を保護すると
ともに、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の
準備や感染症発生時の対策の内容を示す行動計画

・平成２６年８月１５日策定（令和４年４月改定）

・新型インフルエンザ感染症対応の経験を踏まえ、政府の行動計画が10年
ぶりに抜本的に改定（新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も
含めた幅広い感染症による危機に対応可能な社会を目指す）※令和6年7月

・政府の改定内容に基づき、千葉県行動計画を改定 ※令和7年3月

上記を踏まえて、市川市新型インフルエンザ等対策行動計画を抜本的に
改定するもの

本改定の経緯



（１）平時の準備の充実
改定のポイント

・国や県等の関係機関と連携し、訓練を定期的に
実施

・感染症法等の計画に基づき、関係機関と協定を
締結。感染症発生時の医療・検査の体制立上げ
を迅速に行う体制を確保

・各関係機関との連携体制やネットワークの構築

（２）対策項目の拡充及び
横断的視点の設定

(３) 幅広い感染症に対応する対策の
       整理と柔軟かつ機動的な対策の切替え

（４）ＤＸの推進

（５）実効性確保のための取組

・新型インフル・新型コロナ以外の呼吸器感染症
をも念頭に、中長期的に複数の波が来ることも
想定して対策を整理

・状況の変化に応じて、感染拡大防止と社会経済
活動のバランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に
対策を切替え

（検査や医療提供体制の整備、社会経済の状況等）

・平時から各種システムを活用することで、有事
も継続して活用できる体制を整備

・国が行う医療ＤＸ（予防接種事務のデジタル
化・標準化や電子カルテ情報の標準化等）
推進に協力

・行動計画に沿った取組を推進するとともに、
実施状況について、県の取組も踏まえて、定期的
にフォローアップ等を実施

「市川市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定概要について

・３期（準備期、初動期、対応期）に分けて項目
を記載

・対策を６項目から１３項目に拡充し、内容を
精緻化

・検査やワクチン等の項目について、記載を充実
させるとともに、偏見・差別等の防止や偽・誤
情報対策も含めたリスクコミュニケーションの
あり方等を整理

・各対策項目の取組を強化



「市川市新型インフルエンザ等対策行動計画」改定概要について
改定のポイント

項目 現行 改定後
対象疾患 主に新型インフルエンザ 新型コロナウイルス、新型インフルエンザを含めた幅

広い感染症
対応段階の変更

【発生段階】
↓

【対策段階】

【発生段階】
①未発生期
②海外発生期
③国内発生早期（県内未発生期～県内発生早
期）
④国内発生期（県内感染期）
⑤小康期

【対策段階】
①準備期
②初動期
③対応期

平時の準備 未発生期の対応として記載
平時の取組みについては記載なし

準備期の取組みを充実
平時の取組みについて、定期的にフォローアップを実
施

感染症への対応 短期の収束が前提 複数の感染症への対応
対策の機動的切替え

対策項目 ６項目
①実施体制 ②サーベイランス・情報収集
③情報提供・共有 ④予防・まん延防止
⑤医療 ⑥市民生活及び市民経済の安定の確保

13項目に拡充し内容を精緻化
①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤水際対策  ⑥まん延防止 ⑦ワクチン ⑧医療
⑨ 治療薬・治療法  ⑩検査 ⑪保健 ⑫物資
⑬市民生活・市民経済
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